
川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付要綱 

                                      平成２０年３月２６日１９川ま市整第１２１１号 

〔改正 平成２４年３月２３日２３川ま市整第１４７０号〕  

〔改正 平成２９年３月３０日２８川ま防第１７１号〕  

〔改正 令和３年３月３１日２川ま防第５１７号〕  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大規模地震時に多くの人的・物的被害の発生が想定される不燃化重点

対策地区において、土地の所有者等が重点路線である区画道路の拡幅整備に貢献する事業

に対し、予算の範囲内で助成金を交付することにより、地域の防災性の向上に資すること

を目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めると

ころによる。 

（１） 不燃化重点対策地区 川崎市不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進

に関する条例（平成２８年川崎市条例第８９号）第５条第１項の規定により指定された

不燃化重点対策地区をいう。 

（２） 区画道路 前号の地区内の道路のうち、都市計画道路、地区幹線道路及び主要生

活道路をつなぐ道路をいう。 

（３） 拡幅促進路線 前号の区画道路のうち、拡幅を促進する路線と位置付けた幅員４

ｍ未満のものをいう。 

（４） 寄附促進路線 第２号の区画道路のうち、特に重点的に拡幅を促進する路線と位

置付けた幅員３ｍ未満のものをいう。 

（５） 重点路線 第２号の区画道路のうち、拡幅促進路線及び寄附促進路線であるもの

を総称して重点路線という。 

（６） 施行者 事業を行う土地所有者等で市長が認める者をいう。 

（７） 整備支障物件 拡幅促進路線の拡幅整備部分に存する塀、門等の物件をいう。 

（助成金の交付対象となる事業） 

第３条 この要綱に基づき行われる助成金の交付対象となる事業は、次の事業とする。ただ

し、第２号にあっては、令和８年３月３１日までに川崎市補助金等の交付に関する規則（平

成１３年規則第７号）第１２条の規定による補助金等の額の確定の通知を区画道路拡幅整備事

業助成金の額の確定通知書により受けること。 

（１） 拡幅促進事業 拡幅促進路線において、幅員４ｍへの拡幅に係る整備支障物件を

除却して拡幅整備を促進する事業。 

（２） 寄附促進事業 寄附促進路線において、幅員４ｍへの道路後退部分の土地を川崎

市に寄附することを促進する事業。 



２ 前項の各号に規定する事業については、川崎市狭あい道路拡幅整備要綱第４条に規定す

る「狭あい道路拡幅整備協議申出書」、「後退用地寄附申出書」等により事前協議を行わ

なければならない。 

３ 第１項第２号に規定する寄附促進事業については、次の各号に適合するものでなければ

ならない。 

（１） 申請する区域に係る部分の土地境界査定が事前に完了していること。 

（２） 寄附する部分について施行者が分筆測量を行ってその範囲を確定するとともに、

当該部分に係る抵当権の抹消等必要な措置を講じていること。 

（施行区域） 

第４条 この要綱に基づき行われる事業の施行区域は、不燃化重点対策地区内の重点路線と

する。 

（助成金の額） 

第５条 市長は、この要綱に基づき行われる事業の施行者に対して、予算の範囲内におい

て、次の各号に規定する額を助成することができる。 

（１） 拡幅促進事業 別表第１に掲げる整備支障物件及び新設する外構物件の区分に応

じて算出した工事費の額とする。ただし、その助成金の額は、整備支障物件の除却につ

いて３００，０００円、整備支障物件の除却に係る新設について３００，０００円を上

限とする。 

（２） 寄附促進事業 助成申請時点における国税庁路線価の価額の４０％に当該寄附に

係る土地の面積を乗じた額と、当該寄附に係る分筆登記に要する費用の額の和とする。

ただし、分筆登記に要する費用の額は４５０，０００円を上限とする。 

２ 助成金の交付については、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年規則第７

号）による。 

３ 施行者は、助成対象となる事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないとき

は、市長に報告しその指示を受けなければならない。 

（事業内容等の変更） 

第６条 施行者は、助成金の交付決定後において事業内容等を変更するときは、軽微な変更

を除き、変更の内容について市長に提出し、その承認を得なければならない。 

２ 前項に規定する軽微な変更は、事業内容の変更（当初の事業目的を変更しない範囲のも

のに限る。）で、助成金の額に変更を生じないものとする。 

（事業の中止又は廃止） 

第７条 施行者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、市長の承認を得なければなら

ない。 

（書類の様式） 

第８条 第５条から前条までに係る書類等の様式は、別表第２による。 

（指導・監督等） 



第９条 市長は、事業の適正な施行を確保するための必要な措置を命じ又は、必要な助言・

勧告等をすることができるものとし、施行者が勧告等に従わない場合は助成を取り止める

ことができるものとする。 

（施行者等の義務） 

第１０条 施行者及び助成対象部分の所有者は、事業の完了後においても、当該助成対象部

分を常時適正に維持保全しなければならない。 

（助成金の返還等） 

第１１条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、交付決定を取り消し、又は交付した助

成金を返還させることができる。 

（１） 虚偽の申請、報告その他助成金の交付に関連して不正の行為があったとき。 

（２） この要綱に規定する助成金の交付条件に違反したとき。 

（重複助成の禁止） 

第１２条 この要綱による助成金交付の対象となる事業が、この要綱以外の公的助成等を受

けた場合は、この要綱による助成金等を受けることはできない。 

（委任） 

第１３条 この要綱の施行について、必要な事項及びこの要綱によりがたい場合の取扱いに

ついては、まちづくり局長が別に定めることができる。 

 

 

   附 則（平成２０年３月２６日１９川ま市整第１２１１号） 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２４年３月２３日２３川ま市整第１４７０号） 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年３月３０日２８川ま防第１７１号） 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年３月３１日２川ま防第５１７号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 



別表第１（第５条関係） 

整備支障物件・新設する外構物件 単価 

塀（撤去費） 木塀 ３，２００ 円／㎡  

コンクリートブロック塀 １２，５００ 円／㎡  

石積塀 １０，６００ 円／㎡  

万代塀 ５，０００ 円／㎡  

ネットフェンス ２，６００ 円／㎡  

格子フェンス ２，６００ 円／㎡ 

門（撤去費） １４，８００ 円／本  

樹木（撤去費） 根回り 約20～26ｃｍ 
高さ 約1.9ｍ 

１０，９００ 円／本  

根回り 約27～34ｃｍ 
高さ 約2.1ｍ 

１６，６００ 円／本  

根回り 約35～41ｃｍ 
高さ 約2.6ｍ 

２６，８００ 円／本  

生け垣（撤去費） ６，６００ 円／ｍ  

汚水ます等（附属管を含む） １９，３００ 円／ケ所 

塀（新設費） 木塀 ５，２００ 円／㎡  

コンクリートブロック塀 １２，６００ 円／㎡  

ネットフェンス ４，５００ 円／㎡  

格子フェンス １１，６００ 円／㎡  

門扉（新設費） ８１，０００ 円／基  

生け垣（新設費） ８，２００ 円／㎡  

※ 新設するものについては、防災上の安全性が確認できる物件に限る。 



別表第２ 書類の様式（第８条関係） 

 

書類 様式 

助成金交付申請書 

助成金交付決定通知書 

助成金交付請求書 

助成金交付等変更承認申請書 

助成金交付等変更承認通知書 

事業中止（又は廃止）承認申請書 

事業中止（又は廃止）承認通知書 

完了実績報告書 

助成金の額の確定通知書 

助成金返還命令書 

 

様式１ 

様式２ 

様式３ 

様式４ 

様式５ 

様式６ 

様式７ 

様式８ 

様式９ 

様式１０ 

 

 



様式１ 

  年  月  日 

（あて先） 

川崎市長 

申請者 住所            

（代表者）氏名            

              

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付申請書 

 

     年度川崎市区画道路拡幅整備事業について助成金の交付を受けたいので、川崎市

補助金等の交付に関する規則第３条の規定により、関係書類を添えて次のとおり申請しま

す。 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の種類     拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

３ 事業の施行場所    川崎市   区 

 

４ 事業の内容      別紙１ 

 

５ 事業予定期日     着手      年  月  日 

完了      年  月  日   

 

６ 助成金交付申請額               円 

 

７ 添付書類       別紙２ 



別紙１ 事業の内容 

 

■拡幅促進事業 

（１）整備支障物件の除却 

整備支障 
物件名 面積等 

別表第１による積算額 実際の工事費（税抜き） 
第５条による 

上限額 
市単価 金額 単価 金額 

       

       

       

       

合計     300,000円 

助成金交付申請額 
（網掛けのうち最も安価なものに つ

いて千円未満を切り捨てた額） 
 

 

（２）新設する外構物件 

新設する 
外構物件名 面積等 

別表第１による積算額 実際の工事費（税抜き） 
第５条による 

上限額 
市単価 金額 単価 金額 

       

       

       

       

合計     300,000円 

助成金交付申請額 
（網掛けのうち最も安価なものに つ

いて千円未満を切り捨てた額） 
 

 

 

■寄附促進事業 

（１）寄附に対する奨励金 

国税庁路線価の価額（a） 寄附に係る土地面積(b) 助成金交付申請額（a×40％×b） 

   

（２）分筆登記に要する費用 

第５条に基づく上限額(a) 実際の費用（税抜き）(b) 助成金交付申請額（a、bのうち安価な方） 

450,000円   

 

 



別紙２ 添付書類 

 

■拡幅促進事業 

（１） 位置図 

（２） 土地の登記簿謄本の写し及び公図等 

（３） 現状配置図（整備支障物件、区画道路の後退位置等の必要な事項を記入するこ

と。） 

（４） 従後配置図（新設する外構物件、区画道路の後退位置等の必要な事項を記入する

こと。） 

（５） 道水路台帳の写し（敷地の位置を記入すること。） 

（６） 工程表 

（７） 川崎市狭あい道路拡幅整備要綱第４条に規定する「狭あい道路拡幅整備協議申出

書」等の写し 

（８） その他市長が必要と認める書類 

 

 

■寄附促進事業 

（１） 位置図 

（２） 土地の登記簿謄本の写し及び公図 

（３） 配置図（寄附に係る土地について必要な事項（寸法等）を記入すること。） 

（４） 国税庁路線価図（敷地の位置を記入すること。） 

（５） 道水路台帳の写し（敷地の位置を記入すること。） 

（６） 工程表 

（７） 川崎市狭あい道路拡幅整備要綱第４条に規定する「狭あい道路拡幅整備協議申出

書」等の写し 

（８） その他市長が必要と認める書類 



様式２ 

川崎市指令  第    号 

  

様  

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付決定通知書 

 

 

     年  月  日付けで交付申請のあった補助金について、川崎市区画道路拡幅整

備事業助成金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり交付します。 

 

      年  月  日 

川崎市長                 

 

 

１ 交付決定の内容         申請のとおり 

 

２ 事業の種類        拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

３ 助成金交付決定額                円 

    拡幅促進事業助成金 円 

 整備支障物件の除却  円 

 新設する外構物件  円 

寄附促進事業助成金 円 

 寄附に対する奨励金  円 

 分筆登記に要する費用  円 

 

 

４ 交付の条件 

この事業が    年  月  日までに完了しない場合、又はこの事業の遂行が困難

になった場合は、すみやかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 



様式３  

  年  月  日 

（あて先） 

川崎市長 

                         申請者 住所                 

（代表者）氏名          印 

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付請求書 

 

     年  月  日付け  川崎市指令  第    号で交付決定通知を受けた事

業に係る助成金について、次のとおり請求します。 

 

１ 事業の施行場所    川崎市   区 

 

２ 事業の種類     拡幅促進事業    寄附促進事業 

 

３ 請求金額                 円   

  

４ 補助金の振込先 

    振込先   金融機関名 

          支店名等 

    口座種別（普通預金・当座預金）※どちらかに丸をつけてください。 

    口座番号 

    口座名義人 氏名 

          フリガナ 

           



様式４ 

  年  月  日 

（あて先） 

川崎市長 

     申請者 住所            

（代表者）氏名            

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付等変更承認申請書 

 

     年  月  日付け  川崎市指令  第    号で助成金の交付決定通知を

受けた事業について、助成金等の変更をしたいので、関係書類を添えて次のとおり申請しま

す。 

 

１ 助成金等の変更を必要とする理由 

 

 

２ 事業の種類      拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

３ 事業の施行場所     川崎市   区   

 

４ 変更する事業の内容   別紙３ 

 

５ 事業完了予定期日        年  月  日 

 

６ 助成金交付変更申請額 

     交付決定額                  円 

交付変更申請額                円 

     差引増△減額                 円 

 

（注） 

・ 添付書類等は、助成金交付申請書に準じて変更に係る部分のみ添付すること。 



別紙３ 変更する事業の内容 

 

■拡幅促進事業 

（１）整備支障物件の除却 

整備支障 
物件名 面積等 

別表第１による積算額 実際の工事費（税抜き） 
第５条による 

上限額 
市単価 金額 単価 金額 

       

       

       

       

合計     300,000円 

助成金交付申請額 
（網掛けのうち最も安価なものに つ

いて千円未満を切り捨てた額） 
 

 

（２）新設する外構物件 

新設する 
外構物件名 面積等 

別表第１による積算額 実際の工事費（税抜き） 
第５条による 

上限額 
市単価 金額 単価 金額 

       

       

       

       

合計     300,000円 

助成金交付申請額 
（網掛けのうち最も安価なものに つ

いて千円未満を切り捨てた額） 
 

 

 

■寄附促進事業 

（１）寄附に対する奨励金 

国税庁路線価の価額（a） 寄附に係る土地面積(b) 助成金交付申請額（a×40％×b） 

   

（２）分筆登記に要する費用 

第５条に基づく上限額(a) 実際の費用（税抜き）(b) 助成金交付申請額（a、bのうち安価な方） 

450,000円   

 

 



様式５ 

川  第    号  

 

                                        様         

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付等変更承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで変更承認申請のあった事業について、次のとおり変更承認

します。 

 

      年  月  日 

川崎市長             

 

 

１ 変更承認の内容        申請のとおり 

 

２ 事業の種類         拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

３ 事業の施行場所        川崎市   区 

 

４ 事業完了予定期日           年  月  日 

 

５ 助成金交付変更額 

    交付決定額                    円 

    交付変更額                    円       

拡幅促進事業助成金 円 

 整備支障物件の除却  円 

 新設する外構物件  円 

寄附促進事業助成金 円 

 寄附に対する奨励金  円 

 分筆登記に要する費用  円 

    差引増△減額                   円 



様式６ 

  年  月  日  

（あて先） 

川崎市長 

申請者 住所            

（代表者）氏名            

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業中止（又は廃止）承認申請書 

 

     年  月  日付け  川崎市指令  第    号で助成金の交付決定通知を

受けましたが、次の理由により当該事業を中止（又は廃止）したいので、関係書類を添えて

申請します。 

 

１ 中止（又は廃止）を必要とする理由 

 

 

２ 事業の種類     拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

３ 事業の施行場所    川崎市   区   

 

４ 中止（又は廃止）に係る助成金の額 

 （１） 助成金交付決定額            円 

 （２） 廃止申請額               円 

 （３） 差引額                 円 

 

５ 工程表 

 

６ 添付書類  助成金交付決定通知書の写し 



様式７ 

川崎市指令  第    号  

 

                                        様         

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業中止（又は廃止）承認通知書 

 

 

     年  月  日付けで中止（又は廃止）承認申請のあった事業について、次のと

おり当該事業の中止（廃止）を承認します。 

 

  平成  年  月  日 

川崎市長             

 

 

１ 事業の種類     拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

２ 事業の施行場所        川崎市   区 

 

３ 中止（又は廃止）に係る助成金の額 

（１） 助成金交付決定額              円 

 （２） 廃止申請額                 円 

 （３） 差引額                   円 



様式８ 

  年  月  日 

（あて先） 

川崎市長 

                       申請者 住所            

（代表者）氏名            

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業完了実績報告書 

 

    年  月  日付け  川崎市指令  第    号で助成金の交付決定通知を受

けた事業が完了しましたので、川崎市補助金等の交付に関する規則第１１条の規定により、

関係書類を添えて次のとおり報告します。 

 

１ 事業の種類     拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

２ 事業の施行場所    川崎市   区 

 

３ 助成金の交付決定額          円   

 

４ 助成事業実施期間   着手      年  月  日 

完了      年  月  日   

 



様式９ 

第    号 

  年  月  日 

            様    

川崎市長             

 

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金の額の確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった事業について、川崎市補助金等の交付に

関する規則第１２条の規定により、次のとおり確定したので通知します。 

                         

 

１ 事業の種類      拡幅促進事業     寄附促進事業 

 

２ 事業の施行場所     川崎市   区 

 

３ 確定した助成金額              円   

 

４ 助成金交付決定額              円 

  



様式１０ 

川崎市指令  第    号 

  

                                        様    

  

  年度 川崎市区画道路拡幅整備事業助成金返還命令書 

 

 

     年  月  日付け     第    号で助成金の額を確定した事業につい

て、川崎市区画道路拡幅整備事業助成金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり助成金

を返還すること。 

 

      年  月  日 

川崎市長             

 

 

１ 返還金額                円 

 

２ 確定した助成金額            円   

 

３ 返還期日          年  月  日 

 

４ 返還命令する理由 

 

 

 

 


